
 

                           

 

 

 

 

 

 

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

昨
年
中
は
、
警
察
活
動
に
ご
理
解
と 

ご
協
力
を
賜
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

本
年
も
勤
務
員
一
同
、
皆
様
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま

ち
づ
く
り
の
た
め
に
、
一
層
の
努
力
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。
昨
年
同

様
の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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 不法就労は法律で禁止されています。

不法就労した外国人だけでなく、不法就

労させた事業主も処罰の対象となります。 

 在留カードを確認することで所持する外

国人が就労できるかどうか容易に判別す

ることが出来ます。 

 ※詳しくは入国管理局の 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで確認してください。 

 

 

  

 

 

 県内で発生した原付以上の車両と歩行者又は自転車の

関係する交通死亡事故の６割以上は夜間に発生していま

す。夜間の交通事故を防止 

するために、ハイビームを 

活用しましょう。 

 ロービームは約40メートル、 

ハイビームは約100メートル先を照らします。歩行者は

反射材を付け、運転者は対向車や先行車がある場合を除

きハイビームを活用しましょう。 

 

 

 平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災を契機と

して、毎年1月17日は「防災とボランティアの日」､１月

15日から21日の１週間は「防災とボランティア週間」と

定められています。防災対策を見直しましょう。 

       ＋１や＋44などから始まる番号、例えば 

      「＋12345678・＋4412345678」 

        等この様な表示の電話には出ない、 

        かけ直さないようご注意ください。 

        ※ 海外との電話が不要な方は、 

         発信・着信を無償で休止できます。 

        お申込み・お問い合わせは、 

「国際電話不取扱受付センター 0120‐210‐364」 

 岩槻区諏訪三丁目地内の交差点で

交通死亡事故が発生しました。 

        交通ルールを守り 

       安全運転を心掛けま

       しょう。 

 

自転車盗   ３件 

万引き    ４件  

器物損壊   ４件 

駐車苦情  ２０件 

物損事故  ２６件 

人身事故   ７件    
 


